
問 社会福祉課☎ 0823-43-1638
「民生委員 ･ 児童委員の日～支えあう 住みよい社会 地域から～」

民生委員・児童委員 ～心と心のつなぎ役～民生委員・児童委員 ～心と心のつなぎ役～

広島県民児協広島県民児協
ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ
「ミンジー」「ミンジー」

江田島地区 ＰＲチラシ入りポケットティッシュ配布
(5/14朝7時 切串西沖・切串吹越、5/16朝7時 小用桟橋)

能美地区
ＰＲ用チラシを広報５月号と一緒に全戸配布(能美地区)
のぼりを設置（認定こども園のうみ、中町・鹿川小学校、能美中学校）
啓発用ポケットティッシュを園児・児童・生徒へ配布

沖美地区 5/12朝 三高小学校門前であいさつ運動を実施
大柿地区 5/12午前中 ゆめタウン江田島の各入口で啓発グッズを配布

【各地区民生委員・児童委員協議会の活動強化期間の取組】

　毎年５月 12日は「民生委員・児童委員の日」です。
　この日から１週間を「活動強化週間」とし、民生委員・児童委員について地域住民のみなさまや関係機関等に
理解を深めていただき、信頼関係を築くことを目的に、地区民児協ごとにＰＲ活動を行っています。
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～今年も悪徳商法にご注意！～～今年も悪徳商法にご注意！～
　現在、江田島市では悪徳商法に関する情報を多数い
ただいております。
　今回は、今話題の催眠（SF）商法について実際にあっ
た例を紹介します。
　近所にあるずっと空き店舗であった場所に健康食品
などの業者を名乗る店が開きました。店の中には沢山
のパイプ椅子が置かれ、何か講演会場のような雰囲気
でした。
　また、近くの大型スーパーなどでは、その店の人が、
「健康講座を開催します。」「無料でプレゼントを配って
います。」などと地元の高齢者にお店の紹介をしていま
した。
　声をかけられた高齢者は、話を聞くだけなら行って
みようと、言われた時間に店に行ってみると、漫才師
のような口の上手い人が、健康の話や面白い話をして
おり、プレゼントにいろいろな日用品を貰うことがで
きました。
　高齢者の方は、毎日この漫談のような会場に通うよ

うになり、店の人は親切に家族のことや生活のことの
相談にも乗ってくれました。
　２，３週間たち、店の人を信用しきっていたある日、
「皆さんのために数量限定で体の痛みに効く健康器具
を限定２０個のみ仕入れることができましたので、販
売させていただきます」「早い者勝ちです」と言われま
した。
　高齢者は、信用している店の人の言うことならと、
約３０万円のマッサージ機を買いました。
　その後も、店の人に勧められるまま、「医者いらずの
水」や、「飲めば関節がよくなるゼリー」などを年間
１５０万円で契約しました。
　このような商法で購入したものは、契約から８日間
は、クーリングオフできます。
　江田島市にも、皆さんからお金を巻き上げようと
様々な業者が出入りしているようです。
　皆さんも騙されないように気を付けましょう。
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問 危機管理課☎0823-43-1633５５月は水防月間です！！ ～災害に備えましょう～月は水防月間です！！ ～災害に備えましょう～
　梅雨や台風を迎えるこれからは、大雨による洪水・浸水災害が
発生しやすい時季になります。
　このため、国民の一人ひとりが水防の意義や重要性を深められる
よう、毎年 5月（北海道は 6月）は「水防月間」と定められています。
　令和７年度のテーマは「洪水から守ろうみんなの地域」です。
　気候変動の影響により頻発・激甚化する水害等の自然災害に対
し、この時季は各地域でも訓練や巡視などの様々な取り組みが行
われています。
　水害から大切な生命を守るため、ハザードマップで自宅周辺の浸
水想定区域を把握して避難経路や避難場所を確認したり、防災情
報メールで災害情報や気象情報の入手方法を確認したりするなど、
災害から身を守るための準備をして命を守るための意識を高めま
しょう。
　また、ご高齢の方や体の不自由な方がいる場合は、早めに避難す
るなど、ご家庭に合った避難計画を家族で話し合ってみましょう。

◀�QRコードを読み取って、災害から自分や家
族の命を守るために、日頃から災害に備えて
住んでいる地域の危険箇所を把握し避難につ
いて確認しておきましょう。

ハザードマップ（確認できる災害）
土砂災害、洪水、ため池、南海トラフ巨大地震、
安芸灘断層群地震、津波、高潮

◀���QRコードを読み取って、サイトへアクセ
スし、空メールを送って仮登録。

　�届いたメールに記載されたURLにアクセス
し本登録をお願いします。

江田島市防災メール
防災情報・避難情報・災害情報・火災発生情報を配信し
ます。

広島県防災 Web
県内に発表された注意
報、県内の雨量や河川
の水位などをリアルタ
イムで見ることができ
ます。

▲  ホームページURL

【昨年度の様子】
◀写真㊧　江田島地区
　小用桟橋で啓発ティッシュ配り
◀写真㊥　沖美地区
　三高小 ･中学校前で挨拶運動
◀写真㊨
　江田島図書館展示コーナー

　農業関係補助金のご案内

補助金制度など 補助の内容 補助対象・補助金額等 問合先

農業用ハウス等整備補助
【拡充】

花き・野菜などの安定生産および産地
の維持拡大を図るため、施設 ( 農業用
ハウスおよび共同利用施設※ ) 又はス
マート農業設備の新設や改修に必要な
費用を補助します。
※３戸以上の農業者で組織する団体に
限ります。

①ハウスの新設
　認定農業者：費用の 1/2 以内
　（上限 200万円（共同施設は 50万円））
　その他：費用の 1/4 以内（上限 100万円）
②施設の改修の場合 ( 設備を含む )
　認定農業者：費用の 1/3 以内
　( 上限 50万円（共同施設は 5万円））
　その他：費用の 1/5 以内（上限 20万円）

振興係
0823-43-1642

オリーブ栽培支援補助

市内の農地でオリーブを栽培してい
る、または栽培を始めようとする者に
必要な費用を補助します。
※申請地の所有者 ( 相続人を含む。）
又は貸借の許可を受けた方に限る。

①肥料補助：3/4 以内　上限 1万円
〈対象〉BB濃縮 348、中晩柑一発 358
②農薬補助：3/4 以内　上限 5千円
〈対象〉�スミチオン乳剤、アディオン水和剤、ダントツ水溶剤
③支柱補助：3/4 以内　上限 1万 5千円

オリーブ振興室
0823-43-1643

有害鳥獣防除用施設
設置補助

イノシシなどの有害鳥獣から、農作物
や生活環境を守るため、自己所有地な
ど※に設置する防除用施設の設置費
用を補助します。
※真正な権利者または所有者の承諾
を得た土地に限ります。

電気柵、防護柵、防除網、除草シート、捕獲わな資材費の
3/4 以内 ( 上限 5万円 )
※既製品の門扉などは対象になりません。
申請者が 65 歳以上
設置費の 3/4 以内 ( 上限 2万 5千円 )

イノシシ110番　
0823-43-1652

狩猟免許取得補助
イノシシなどの有害鳥獣から農作物
などを守るため、防止対策として市民
自らが狩猟免許を取得した場合の費
用を補助します。

講習会の受講料・試験手数料 ( 定額 )
※ご自身で狩猟免許試験や講習会の申込みが必要です。

生活環境被害防止補助
【新規】

集落の中にある野生動物を寄せ付け
るおそれがある放置果樹の伐採に必
要な費用を補助します。

伐採等に必要な消耗品、作業機械の燃料費、作業機械の
借り上げ料、地域住民の活動に要する経費（謝金、交通費、
保険料等）、伐採木の処分費、業者への委託費等
経費の 1/2( １地区当たり上限 50 万円。ただし、伐採
木 1本当たり上限 2万円 )
【対象者】まちづくり協議会、自治会等
※個人が行う場合は、対象外です。

問 農林水産課☎0823-43-1642
　市では、農業振興や有害鳥獣からの被害防止を支援するため、次のような補助制度を設けています。補助制度の相談や質問は、
下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

※予算の範囲内で補助金の交付となるため、申請しても必ず交付されるとは限りません。

広報えたじま　令和７年５月 広報えたじま　令和７年５月 10101111



Infomation お知らせ

問 市社会福祉協議会☎0823-40-2210
　日本赤十字社は毎年５月に『赤十字運
動月間』に併せて『赤十字会員増強運動』
を行っています。
　この運動は、災害救護活動、ボランティ
アの育成、救急法・家庭看護法の講習の
普及などを目的としています。活動の一
例として火災などで被災した方へ布団や
毛布、緊急セットなどの物資を届けてい
ます。
　市民の皆さまには、これらの赤十字事
業にご理解をいただき、募金へのご協力
をお願いします。
　参考：令和６年度実績 367 万 7,950 円

問 上村汽船㈱☎ 082-251-6020
募集職種　船員甲板部、船員機関部
募集人員　各１名
勤務場所　切串～宇品航路
勤務時間　就業規則による(詳細は面談)
給与　���月給 300,000 円 (各手当含む )以上
�　　　昇給 (年１回 )・賞与 ( 年２回 )　
必要な免許　�普通自動車運転免許証
�　　　　　　（五級海技士免許所有者優遇）
休日　会社カレンダーによる(２勤２休)
　　　２～３回事務所勤務有り

日本赤十字社
社資募金のお願い

求人情報
～求人の詳細は募集事業所へ～

市顧問弁護士による無料法律相談
問 総務課☎ 0823-43-1111 ㈹

日時　５月 15日㈭午前10時～午後３時
場�所　江田島保健センター（江田島町中央）
人数　８人（１人 30 分）
申し込み順で、５月１日㈭から総務課
で受け付け。

募集

広告

問 地域支援課☎ 0823-43-1637
　魅力あふれるまちづくり、地域の特性を生かしたまちづくりを目指すため、市
民協働の多様な担い手の活動を支援します。
　地域に密着した視点で、江田島市をキラリと輝かせるさまざまな活動を提案し
てください。
対�象　まちづくり協議会、自治会、市内のNPO法人、半数以上が市民でかつ５
人以上の団体、市内事業者など

補助対象経費　消耗品、備品購入費などの事業に必要な経費
申請受付　5 月 1日㈭～ 5月 22日㈭
事業採択　書類審査、プレゼンテーション審査 (６月 10日㈫ ) を経て決定
補助率　1 回目 10/10、2 回目 4/5、3 回目 3/5( 提示テーマは１/2)
※同一活動で３回まで補助を受けることができます。
※�採択の決定は 1回目に採択されても、必ず 2回目の採択がされるとは限りません。
２回目以降の団体も必ず申請してください。

※�自由テーマ部門と提示テーマ部門の両方に申請することはできません。詳しく
は、市ホームページまたは本庁、各市民センターなどに配布してある募集要項
をご覧ください。

令和７年度の提示テーマ (次のいずれかに該当するもの )
　①地域で支え合う仕組みづくり (子育て・高齢者支援 )
　②地域防災力の向上 (防災・減災 )
　③地域の担い手づくりとコミュニティの活性化 (人材育成・地域交流 )
※応募は３年間継続して活動するものに限ります。

令和７年度江田島市協働のまちづくり
地域提案型活動支援補助金

■自由テーマ部門　補助限度額 30 万円
■提示テーマ部門　補助限度額 50 万円

募集

▲�市ホームページ
QR コード

問 商工観光課☎ 0823-43-1644
　市民・団体などが自発的に実施する、交流人口の拡大及び地域のにぎわい創出
につながるイベントに対し、経費の一部を市が補助します。
対�象　����①市内で実施する市内外からの誘客促進に資する各種イベント
　　　②４月３日㈭以降に開始され、令和８年３月 31日㈫までに完了するイベント
　　　③本市の他の制度の補助金などを受けていないイベント
補助率・限度額
　①補助対象経費の 1/3( 補助限度額 10万円 )
　②本市の自然環境を活用するものは、補助対象経費の2/3(補助限度額20万円)
募集期間　令和８年３月13日㈮まで　※補助金総額が予算額を超えた場合は打ち切り。

～イベントの実施を支援します～
江田島市誘客促進イベント実施支援補助金のご案内

募集

江田島市 イベント 補助金

131313131313131313131313

問 地域支援課☎0823-43-1637
　毎年５月 30日（ごみゼロの日）～６月５日（環境の日）は「全
国ごみ不法投棄監視ウィーク」です。この期間に合わせ、全国各
地でポイ捨てや不法投棄をなくすため、大小さまざまな清掃活動
が行われます。
　本市でも、５月 30日㈮から６月５日㈭まで、市内で不法投棄
監視パトロールを行う予定です。不法投棄は、重大な犯罪です。
他人事と思わず問題意識を持ち、不法投棄のない美しい江田島市
を目指しましょう。
不法投棄とは
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反して、同法に定めた
処分場以外に廃棄物を投棄することをいいます。道路上や空き地
などに投棄するほか、ポイ捨て（対象物が小さい場合のこと）や
収集日以外に集積所（ごみステーション）にごみを出す行為も含
まれます。
不法投棄による罰則
　ごみの不法投棄は犯罪（廃棄物処理法違反）です。個人が不法
投棄をした場合、５年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰
金、またはその両方の刑に処すると規定されています。法人の場
合は、３億円以下の罰金刑と規定されています。

不法投棄監視パトロール

広告

問 商工観光課☎0823-43-1644
　江田島町中央の「ふるさと交流館」が、４月 26 日㈯（予定）
にリニューアルオープンします。
　お土産品の販売や、旧海軍関係資料の展示、２階交流室の貸し
出しなどを行います。また、喫茶・休憩コーナーもありますので、
ぜひご利用ください。

ふるさと交流館が
リニューアルオープンします！

「海生交流協定」で交流促進「海生交流協定」で交流促進
広島市内でのイベントを紹介

問 オリーブ振興室☎0823-43-1643

オリーブ情報オリーブ情報

■�５月のオリーブ栽培暦■�５月のオリーブ栽培暦
　　～オリーブを栽培している皆さんへ～～オリーブを栽培している皆さんへ～
○��○��オリーブの新芽が伸び始める時期には、ハマキムシが枝の先オリーブの新芽が伸び始める時期には、ハマキムシが枝の先

端を食害します。食害が多いと、生育が阻害されるだけでな端を食害します。食害が多いと、生育が阻害されるだけでな
く、傷口から病気にかかりやすくなります。オリーブを定期く、傷口から病気にかかりやすくなります。オリーブを定期
的に見回り、被害を早期に発見するとともに、捕殺やデル的に見回り、被害を早期に発見するとともに、捕殺やデル
フィン顆粒水和剤2,000倍の木全体への散布で防除しましょフィン顆粒水和剤2,000倍の木全体への散布で防除しましょ
う。（５月上旬～６月下旬）う。（５月上旬～６月下旬）

��　�幼虫は、丸まった葉や綿状のものにくるまれています。見つ��　�幼虫は、丸まった葉や綿状のものにくるまれています。見つ
けたらすぐに捕殺しましょう。けたらすぐに捕殺しましょう。

ハマキムシの幼虫ハマキムシの幼虫

■ 教えて！『ふるさと交流館』
　営業時間　午前９時～午後５時
　定休日　毎週月曜日
　　（祝日の場合は翌日振替）
　住所　江田島町中央 1-3-10
　電話　0823-43-1777
　管理者　三興建設㈱

問 実行委員会事務局☎082-238-3450

けんみん文化祭ひろしま・第 12 回広島市の祭典

問 (公財)広島平和文化センター国際市民交流課
☎082-242-8879

ハノーバーの日 広島市姉妹・友好都市記念イベント

▲令和６年度ハノーバーの日の様子

　ドイツ音楽コンサート、ハノー
バー市の紹介、ドイツ文化体験、
上田流茶道の体験など
日時　�５月25日㈰
　　　午後１時30分～４時
場�所　広島駅南口地下広場
　　　（広島市南区松原町 9-1）

　市内文化団体による舞台発表、市民
ギャラリーにおいて文芸・美術作品の
展示など
日�時　舞台発表
　　　５月11日㈰　午前10時～５時
　　　展示
　　　５月10日㈯～ 16日㈮
　　　午前10時～午後６時
　　　(最終日は午後１時まで)
場�所　ＪＭＳアステールプラザ
　　　(広島市中区加古町４－17)

広報えたじま　令和７年５月 広報えたじま　令和７年５月 12121313



お知らせ

広告

問 自衛隊広島地方協力本部呉地域事務所
☎ 0823-23-1226

　自衛官候補生などを募集しています。詳し
くはお問い合わせください。

自衛官候補生などを募集

募集種目 ①応募資格、②受付期間
③試験日程

幹部候補生
（一般）

①��大卒：大卒、修士修了(見込含)
　22歳以上26歳未満
　院卒：修士修了(見込含)
　20歳以上28歳未満
②第２回　4/23㈬～6/6㈮　
　第３回　�(陸・海)9/1㈪～9/26㈮

(空)9/8㈪～9/26㈮
③��第２回　一次：６月中旬
　第３回　一次：10月中旬

自衛官候補生
①18歳以上33歳未満
②年間を通じて受け付け
③受付時またはHPでお知らせ

一般曹候補生

①18歳以上33歳未満
②���第１回　～5/7㈬
　第２回　7/1㈫～9/2㈫
　第３回　9/16㈫～11/21㈮
③第１回　一次：５月中旬
　第２回　一次：９月中旬
　第３回　一次：11月下旬

航空学生

①�海：高卒（見込含）23歳未満　
空：高卒（見込含）24歳未満

②7/1㈫～8/29㈮
③一次：9月中旬

募集

◀�����自衛官募集サイト
�　QRコード

問 総務課☎0823-43-1111
　近年、市内上空で米軍機とみられる機体
の目撃情報や騒音被害が急増しており、市
民の皆様から不安を感じているとの声が多
数寄せられています。
　これを受け、本市では、市民の皆様から
寄せられた米軍機と思われる低空飛行の目
撃情報や騒音被害を県へ報告するととも
に、国などへ低空飛行訓練の中止要請を
行っています。低空飛行を目撃し、日常生
活に影響を及ぼす騒音被害を受けたとき
は、総務課へ情報をお寄せください。
　また、市公式 LINE でも通報できるよう
になりましたので、ご利用ください。
内容
目撃日時、飛行方向、飛行高度、飛行時の音、
機数、場所、機体の特徴、被害状況など

米軍機の目撃情報を
お寄せください

問 市民生活課☎0823-43-1634
　マイナンバーカードの申請・受取りなど
について休日窓口を開設します。予約制で
すので、市民生活課までご連絡ください。

マイナンバーカード申請・交付
などの休日窓口を開設

日時 ５月 25日㈰　午前９時～正午

場所 市役所本庁　市民生活課

予約受付期間 ５月 22日㈭まで
申請に
必要なもの

①申請書 (お持ちの方 )
②本人確認書類

交付 (受取 ) 時に
必要なもの

①本人確認書類
②交付通知書
③通知カード (お持ちの方 )
④住基カード (お持ちの方 )

※本人確認書類は、顔写真付きの証明書の
場合は１点、顔写真付きでない場合は２点
持参してください。

江田島市こども政策推進会議
市民委員を募集募集

問 子育て支援課☎ 0823-42-2852
　こどもに関する各種施策、計画に関する
ことなどに市民の意見を反映するため、「江
田島市こども政策推進会議」市民委員を募
集します。
募集人数　２人以内
応募要件　次の要件のいずれにも該当する方
　①江田島市民である方
　②�子育て支援に関する施策に理解と関心

がある方
　③�国若しくは地方公共団体の議員又は常

勤の職員でない方
任期　令和７年６月１日～令和９年５月31日
会議への参加条件
　①�会議に係る情報公開 (構成委員氏名、会

議録など )に同意
　②�原則として、平日の会議 (２時間程度 )

に出席
主�な役割　年に１～３回程度の会議に出席
し、子育て支援に関する意見を述べ、計
画策定、施策実施などについて審議。

委�員構成　会議は 20人以内の委員で構成
報�酬　会議の出席に応じて、市の基準に基
づき支給。交通費は支給なし。

募集期間　５月１日㈭～５月 14日㈬
応募方法　指定の申込書の提出
　申込書は、子育て支援課、市民生活課及
び各市民センター (大柿市民センターを除
く。) に備付け又は江田島市 HP に掲載し
ています。
提出方法　持参又は郵送、FAX、メール
提出期限　５月 14日㈬　必着
選�考方法　応募要件を確認の上、応募動機
及び活動経験の内容を審査

結�果通知　申込者全員に選考結果を通知
詳しくはホームページをご覧ください。

　facebookで情報を発信しています　　　　　　　　　　　　　　　　　江田島市地域おこし協力隊

シリーズ連載　その107

　「つむぐ通信」では、地域おこし協力隊員が、月替わりで活動内容やイベントなどのお知らせ、地域おこしに関
する企画や提案を紹介していきます。

【江田島市地域おこし協力隊】
国際交流支援員　　　　　 大方　芳恵
観光事業総合プランナー    山田　京子
オリーブブランドクリエーター      鉄増　千夏
里海コーディネーター　  向井　綾香

今月は

山田 京子 さん

江
田
島
市
民
の
柑
橘
愛

　
飛
渡
瀬
地
区
に
『
え
た
じ
ま
ー
れ
』
が
オ
ー

プ
ン
し
、
早
く
も
3
か
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
地
元
の
皆
様
は
も
ち

ろ
ん
、
暖
か
く
な
る
に
つ
れ
て
観
光
客
の
皆

様
に
も
少
し
ず
つ
で
す
が
お
越
し
い
た
だ
く

機
会
が
増
え
て
き
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
オ
ー
プ
ン
か
ら
３
月
く
ら
い
ま
で
の
間
は

農
産
物
は
い
わ
ゆ
る
『
端
境
期
』
に
あ
た

り
、
溢
れ
ん
ば
か
り
の
地
物
野
菜
が
並
ん
で

い
る
・
・
・
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
店

頭
に
商
品
を
並
べ
る
の
に
苦
労
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
状
況
を
救
っ
て
く
れ
た
の

は
様
々
な
『
柑
橘
類
』
で
し
た
。『
え
た
じ

ま
ー
れ
』
で
農
作
物
に
関
わ
る
ま
で
の
私
は

普
通
の
み
か
ん
や
レ
モ
ン
・
八
朔
・
デ
コ
ポ

ン
・
ネ
ー
ブ
ル
程
度
の
種
類
は
知
っ
て
い
ま

し
た
が
、
開
店
後
は
本
当
に
た
く
さ
ん
の

種
類
の
柑
橘
類
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。『
デ
コ
ポ
ン
』
と
い
う
名
前
は
『
し
ら

ぬ
ひ
』
の
一
部
の
特
級
品
に
し
か
与
え
ら
れ

な
い
ブ
ラ
ン
ド
名
で
あ
る
こ
と
や
、
柑
橘
類

は
な
ぜ
か
『
は
る
み
』『
は
る
か
』『
せ
と
か
』

の
よ
う
に
ど
こ
か
穏
や
か
な
雰
囲
気
の
名
前

が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
柑
橘
の
見
た

目
だ
け
で
な
く
そ
の
味
や
特
徴
な
ど
に
触
れ

る
こ
と
が
大
変
多
く
、
柑
橘
類
の
奥
の
深
さ

に
驚
い
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
江
田
島
市
の
皆
様
の
あ
ふ
れ
る

柑
橘
愛
に
も
本
当
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
も
柑
橘
類
は
嫌
い
で
は
な
い
の
で
す

が
、
と
に
か
く
皆
様
お
び
た
だ
し
い
柑
橘
類

の
購
入
点
数
で
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
の
量

を
一
体
ど
う
消
費
す
る
ん
だ
ろ
う
？
と
不
思

議
で
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
し
、
実
際
に
江
田
島
市
に
住
み
始
め

て
出
会
っ
た
柑
橘
類
は
ど
れ
も
こ
れ
も
本
当

に
美
味
し
く
、
無
精
者
で
手
で
皮
を
剥
け
る

み
か
ん
く
ら
い
し
か
買
っ
て
食
べ
な
か
っ
た

私
が
、
新
し
い
種
類
の
柑
橘
が
入
荷
す
れ
ば

「
ち
ょ
っ
と
買
っ
て
み
よ
う
か
な
・
・
・
」

と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
く
ら
い
に

江
田
島
で
出
会
っ
た
柑
橘
類
た
ち
は
す
ご
く

魅
力
的
な
ん
で
す
よ
ね
。

だ
か
ら
今
で
は
『
鬼
買
い
』
さ
れ
る
お
客
様

の
気
持
ち
も
ほ
ん
の
少
し
わ
か
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
自
分
が
皆
様
の

よ
う
に
『
鬼
買
い
』
の
域
に
達
す
る
に
は
も

う
暫
く
時
間
が
掛
か
り
そ
う
で
す
・・・
。『
端

境
期
』
と
は
い
え
、
地
元
の
生
産
者
の
皆
様

に
は
本
当
に
助
け
て
い
た
だ
き
、
毎
日
の
よ

う
に
ど
こ
か
ら
か
何
か
し
ら
収
穫
し
た
野
菜

を
納
め
て
下
さ
り
、
売
場
が
保
て
た
こ
と
に

本
当
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　
お
彼
岸
の
お
花
や
普
段
の
生
活
に
彩
を
添

え
て
く
れ
る
色
鮮
や
か
な
切
り
花
・
寄
せ
植

え
の
花
・
観
葉
植
物
な
ど
、
花
の
生
産
農
家

様
に
も
た
く
さ
ん
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
は
春
野
菜
の
季
節
に
な
り
、
柑

橘
類
は
し
ば
ら
く
み
か
け
な
い
日
が
続
く
と

思
う
と
寂
し
い
の
で
す
が
、
ま
た
さ
ら
に
美

味
し
く
な
っ
て
会
い
に
来
て
く
れ
る
こ
と
と

思
い
ま
す
。
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

今
後
の
取
り
組
み

　
さ
て
、
令
和
7
年
度
に
突
入
し
今
年
は
果

た
し
て
協
力
隊
と
し
て
ど
の
よ
う
な
活
動
を

す
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
お
り
ま
す
。
令
和

6
年
度
に
つ
い
て
は
『
え
た
じ
ま
ー
れ
の
立

ち
上
げ
及
び
江
田
島
市
観
光
協
会
の
事
務
所

移
転
』
が
私
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
し
た
が
、
無

事
こ
う
し
て
一
旦
形
を
整
え
る
こ
と
が
で
き

た
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
令
和
7
年
度

に
つ
き
ま
し
て
は
、『
え
た
じ
ま
ー
れ
』
の

運
営
協
力
を
行
い
な
が
ら
、
地
元
の
方
・
観

光
客
の
方
と
い
っ
た
垣
根
を
超
え
て
ご
参
加

下
さ
る
皆
様
が
楽
し
い
と
感
じ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
が
で
き
な
い
か
な
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
そ
れ
は
『
え
た
じ
ま
ー

れ
』
の
店
頭
ス
ペ
ー
ス
や
、
店
舗
横
屋
根
下

倉
庫
ス
ペ
ー
ス
な
ど
を
利
用
し
た
、
と
て
も

小
規
模
な
イ
ベ
ン
ト
か
も
知
れ
ま
せ
ん
し
、

店
舗
裏
の
大
き
な
広
場
で
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン

ト
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
具
体
的
な
案
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
練
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、「『
え
た
じ
ま
ー

れ
』
っ
て
な
ん
だ
か
行
き
た
く
な
る
場
所

な
ん
だ
よ
ね
。」
っ
て
年
齢
性
別
島
内
外
問

わ
ず
皆
様
に
ち
ょ
っ
と
興
味
を
持
っ
て
頂
け

る
、
そ
ん
な
場
所
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
是
非
皆
様
の
ご
期
待
に
お
応

え
で
き
る
よ
う
引
き
続
き
頑
張
っ
て
ま
い
り

ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
！

広報えたじま　令和７年５月 1414広報えたじま　令和７年５月1515


